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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水、
　結晶性粉末、および
　少なくとも１種の無機塩
　を含み、
　前記結晶性粉末は、１，３－ジエチル尿素であり、
　前記１，３－ジエチル尿素は、３重量％以上２０重量％以下の濃度を有し、
　前記潜熱蓄冷材は、マイナス２９．５度以上の凝固開始温度を有する、
　潜熱蓄冷材。
【請求項２】
　前記１，３－ジエチル尿素は、３．７２重量％以上の濃度を有する、
　請求項１に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項３】
　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化ナトリウムを含む、
　請求項１に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項４】
　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化カリウムを含む、
　請求項１に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項５】
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　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化ナトリウムおよび塩化アンモニウムである、
　請求項１に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項６】
　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化カリウムおよび塩化アンモニウムである、
　請求項１に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項７】
　水、
　結晶性粉末、および
　少なくとも１種の無機塩
　を含み、
　前記結晶性粉末は、１，３－ジブチル尿素であり、
　前記潜熱蓄冷材は、マイナス２９．５度以上の凝固開始温度を有する、
　潜熱蓄冷材。
【請求項８】
　前記１，３－ジブチル尿素は、０．０８６重量％以上５．７重量％以下の濃度を有する
、
　請求項７に記載の潜熱蓄熱材。
【請求項９】
　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化ナトリウムを含む、
　請求項７に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項１０】
　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化カリウムを含む、
　請求項７に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項１１】
　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化ナトリウムおよび塩化アンモニウムである、
　請求項７に記載の潜熱蓄冷材。
【請求項１２】
　前記少なくとも１種の無機塩が、塩化カリウムおよび塩化アンモニウムである、
　請求項７に記載の潜熱蓄冷材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は生鮮食品等の保管・輸送の際に使用される潜熱蓄冷材に関する。この潜熱蓄冷
材は蓄冷容器に充填され、予め冷凍庫で冷却して使用されるものである。
【背景技術】
【０００２】
　生産地から消費地まで一貫して低温・冷蔵・冷凍の状態を保ったまま流通させる仕組み
をコールドチェーンという。今や生鮮品、冷凍食品に限らず、切り花、医薬品、電子部品
等さまざまな分野で利用されているが、これまでの仕組みにはいくつもの課題があった。
特に大きな課題としては、冷却装置にかかるエネルギーコスト、ＣＯ2排出量の増大、荷
さばき場における作業の過酷さ、異なる温度帯を管理する難しさ等が挙げられる。特に、
冷蔵・冷凍トラックは冷却装置を備えている分、輸送コストが高くつくとともに、大型ト
ラックが多く、小口輸送に向かないことが指摘されていた。一方、ドライアイスを使った
輸送の場合、常温品との混載が可能でコストも低く抑えられるが、昇華温度であるマイナ
ス７９℃で積み込まれるため商品が凍結により劣化してしまうこと、一定温度を保てない
こと、１回限りの使い捨てであること、気化する際にＣＯ2を発生させること等の問題を
避けられなかった。
【０００３】
　これらの課題を解決する技術として、蓄熱材が期待され、一部実用化が始まっている。
蓄熱材とは、熱または冷熱を物質内に蓄積し必要時に有効に熱の出入りを利用する材料で
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ある。特に、主に物質の相変化に伴う発熱及び吸熱反応を利用したものを潜熱蓄熱材、さ
らに特に予め冷熱を蓄熱し必要時に放冷する場合を潜熱蓄冷材（以下、単に「蓄冷材」と
もいう）と呼ぶが、蓄熱材、蓄冷材の明確な区別はない。潜熱蓄冷材のうち、無機塩、無
機水和塩等の無機物系材料を蓄冷媒体としたものは、有機物系材料に比べて熱伝導率が大
きい、潜熱量が大きい、体積変化が小さい、不燃性である等の利点があり、なかでも塩化
ナトリウム水溶液は、さらに毒性がない、低反応性、入手容易、適度な溶解度があり、共
晶温度が冷凍食品保存温度に近いという利点もある。従ってこれらの蓄冷材は、食品の冷
蔵、配送時の保冷、化学・医薬品の冷蔵、食品工場等の冷却工程に特に好適に使用するこ
とができる。特許文献１には、塩化ナトリウムを利用し、融解温度を望み通りに調節でき
る潜熱蓄冷材が記載されている。
【０００４】
　蓄冷材は使用される温度域に応じて主に冷蔵用と冷凍用に区分されるが、冷凍用蓄冷材
を利用すれば、ドライアイスの様に気化する際にＣＯ2を放出することなく、低温やけど
の危険もないため扱いが容易で、蓄冷材の冷却時以外は電気エネルギーが不要である。
【０００５】
　従来、冷凍用蓄冷材としては複数の電解質を溶解した水溶液があり、具体的には特許文
献２に開示される、塩化ナトリウムと塩化アンモニウムの混合水溶液等が使われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－３５９３３号公報
【特許文献２】国際公開２０１４／０９１９３８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本開示は、前記従来の課題を解決するもので、－１０℃以下の温度範囲の冷凍保存に適
し、冷却に必要な電気エネルギーの削減を目的とした過冷却の小さい冷凍用蓄冷材を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示は、
　水、結晶性粉末および少なくとも１種の無機塩を含み、
　前記結晶性粉末は、２５℃において、濃度２５ｗｔ％である前記無機塩の水溶液に対す
る飽和濃度が７．０ｗｔ％未満である化合物から構成され、
　前記結晶性粉末の濃度が、２５℃における前記無機塩の水溶液に対する飽和濃度を超え
る濃度である、
潜熱蓄冷材を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示の潜熱蓄冷材によれば、－１０℃以下の温度範囲の冷凍保存に適し、冷却に必要
な電気エネルギーの削減を目的とした過冷却の小さい冷凍用蓄冷材を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の実施形態に係る蓄冷材Ａ－１の示差走査熱量測定の結果を示す図である
。
【図２】従来技術の蓄冷材Ｃ－１の示差走査熱量測定の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　特許文献１に記載の潜熱蓄冷材は、融解温度が－１０℃程度と高いため、吸熱ピークも
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－１０℃よりも高くなり、－１０℃以下の冷凍保存には適していない、または過冷却が大
きくなり、蓄冷（凝固）するにはおよそ－４０℃まで冷却する必要があった。また、特許
文献２に開示される、塩化ナトリウムと塩化アンモニウムの混合水溶液の構成では、過冷
却が大きいため、蓄冷（凝固）するにはおよそ－４０℃まで冷却する必要があった。過冷
却とは、液体の冷却過程において、本来、相変化して固体となるべき温度になっても相変
化が起こらず、液体のまま温度が下がる現象を指す。
【００１２】
　即ち、従来の冷凍用の蓄冷材である塩化ナトリウムに塩化アンモニウム等を混ぜた系で
は、冷熱を欲しい温度に対して２０～３０Ｋも過分に冷やす必要があり、冷却にかかる電
気エネルギーが過大となる課題があった。
【００１３】
　本開示の第１態様は、
　水、結晶性粉末、および少なくとも１種の無機塩を含み、
　前記結晶性粉末は、２５℃において、濃度２５ｗｔ％である前記無機塩の水溶液に対す
る飽和濃度が７．０ｗｔ％未満である化合物から構成され、
　前記結晶性粉末の濃度が、２５℃における前記無機塩の水溶液に対する飽和濃度を上回
る濃度である、
潜熱蓄冷材を提供する。
【００１４】
　第１態様の潜熱蓄冷材によれば、－１０℃以下の冷凍保存に適した蓄冷材を－２９．５
℃以上で蓄冷（凝固）することができる。すなわち、蓄冷のための冷却温度（凝固開始温
度）の下限を－４０℃近辺から－２９．５℃以上まで上昇させ、結果として冷却に必要な
電気エネルギーを大幅に削減することができる。
【００１５】
　本開示の第２態様において、例えば、第１態様に加えて、結晶性粉末が、下記式（１）
で表される尿素誘導体から構成される、潜熱蓄冷材を提供する。第２態様によれば、凝固
開始温度と融解開始温度の差を小さくすることができる。
【化１】

（式中、Ｒ1およびＲ2は、同一または異なって炭素数２～２０の炭化水素基を表す。）
【００１６】
　本開示の第３態様は、例えば、第２態様に加えて、Ｒ1およびＲ2が、同一または異なっ
て、炭素数２～６のアルキル基または炭素数３～６のシクロアルキル基である、潜熱蓄冷
材を提供する。第３態様によれば、凝固開始温度と融解開始温度の差をより小さくするこ
とができる。
【００１７】
　本開示の第４態様は、例えば、第１～第３態様に加えて、結晶性粉末が、１，３－ジエ
チル尿素、１，３－ジブチル尿素、および１，３－ジシクロヘキシル尿素からなる群から
選ばれる１種以上の尿素誘導体から構成される、潜熱蓄冷材を提供する。第４態様によれ
ば、凝固開始温度と融解開始温度の差をより小さくすることができる。
【００１８】
　本開示の第５態様は、例えば、第１～第４態様に加えて、結晶性粉末が、１，３－ジエ
チル尿素または１，３－ジブチル尿素から構成される、潜熱蓄冷材を提供する。第５態様
によれば、凝固開始温度と融解開始温度の差をより小さくすることができる。
【００１９】
　本開示の第６態様は、例えば、第１～第５態様のいずれか１つに加えて、無機塩が、塩
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化ナトリウムを含む、潜熱蓄冷材を提供する。第６態様によれば、凝固開始温度と融解開
始温度の差が小さく、－１８℃以下の冷凍保存に適した蓄冷材を提供することができる。
【００２０】
　本開示の第７態様は、例えば、第１～第５態様のいずれか１つに加えて、無機塩が、塩
化カリウムを含む、潜熱蓄冷材を提供する。第７態様によれば、凝固開始温度と融解開始
温度の差が小さく、－２０℃以上－１０℃以下の冷凍保存に適した蓄冷材を提供すること
ができる。
【００２１】
　本開示の第８態様は、例えば、第６態様または第７態様に加えて、塩化ナトリウムまた
は塩化カリウム以外の無機塩として、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩およびハロゲ
ン化アンモニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種を含む、潜熱蓄冷材を提供する
。第８態様によれば、凝固開始温度と融解開始温度の差をより小さくすることができ、結
果として冷却に必要な電気エネルギーを大幅に削減することができる。
【００２２】
　本開示の第９態様は、例えば、第１～第５態様のいずれか１つに加えて、無機塩が、塩
化ナトリウムおよび塩化アンモニウムである、潜熱蓄冷材を提供する。第９態様によれば
、凝固開始温度と融解開始温度の差をより小さくすることができ、結果として冷却に必要
な電気エネルギーを大幅に削減することができる。
【００２３】
　本開示の第１０態様は、例えば、第１～第５態様のいずれか１つに加えて、無機塩が、
塩化カリウムおよび塩化アンモニウムである、潜熱蓄冷材を提供する。第１０態様によれ
ば、凝固開始温度と融解開始温度の差をより小さくすることができ、結果として冷却に必
要な電気エネルギーを大幅に削減することができる。
【００２４】
　以下、本開示の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明は本
開示の一例に関するものであり、本開示はこれらによって限定されるものではない。
【００２５】
　本開示の潜熱蓄冷材は、水と、結晶性粉末と、少なくとも１種の無機塩とを含み、前記
結晶性粉末は、２５℃において、濃度２５ｗｔ％である前記無機塩の水溶液に対する飽和
濃度が７．０ｗｔ％未満である化合物から構成され、前記結晶性粉末の潜熱蓄冷材におけ
る濃度は、少なくとも、２５℃における前記無機塩の水溶液に対する（結晶性粉末の）飽
和濃度を超える濃度に設定されている。過冷却防止剤として使用される結晶性粉末は、毒
性がなく、購入が安価で取り扱いが容易なものがよい。結晶性粉末は、１種単独で用いて
もよく、２種以上を併用してもよい。
【００２６】
　本開示の潜熱蓄冷材は、過冷却防止剤である結晶性粉末を含む。結晶性粉末は、無機塩
の水溶液に対して溶解性が低い化合物（以下、低溶解性化合物ともいう）から構成される
。本開示において、「無機塩の水溶液に対して溶解性の低い」とは、２５℃下で、濃度２
５ｗｔ％である無機塩（好適には、塩化ナトリウム１５ｗｔ％と塩化アンモニウム１０ｗ
ｔ％とのみを含む水溶液）の水溶液に対する対象化合物の飽和濃度が７．０ｗｔ％未満で
あること、すなわち、前記無機塩水溶液に対象化合物を７．０ｗｔ％添加した場合には対
象化合物が溶解しきれず、残存粉末が見られる程度の溶解性を意味する。低溶解性化合物
としては、２５℃下で、濃度２５ｗｔ％である無機塩（好適には、塩化ナトリウム１５ｗ
ｔ％と塩化アンモニウム１０ｗｔ％とのみを含む水溶液）の水溶液に対する対象化合物の
飽和濃度が５．０ｗｔ％未満のものが望ましく、４．０ｗｔ％未満のものがより望ましい
。
【００２７】
　本開示の潜熱蓄冷材における結晶性粉末の含有量（総量）は、２５℃における濃度２５
ｗｔ％である無機塩水溶液（好適には、塩化ナトリウム１５ｗｔ％と塩化アンモニウム１
０ｗｔ％とのみを含む水溶液）に対する飽和濃度を超える量が望ましい。飽和濃度を上回
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る結晶性粉末を添加することにより、２５℃において溶解しきれない粉末が残存する。冷
却に伴い、溶解していた結晶性成分が残存粉末を核として速やかに析出する。析出した結
晶を擬似核として無機塩水溶液の結晶化が促進される結果、凝固点が上昇する。結晶性粉
末の濃度の上限は、特に限定されないが、過冷却防止剤の溶解量が多いと、潜熱量が低下
する、融点が低下する等の弊害を生じる場合が多いため、１０．０ｗｔ％以下が望ましく
、９．０ｗｔ％以下がより望ましく、８．０ｗｔ％以下がさらに望ましい。
【００２８】
　本開示の実施形態において、結晶性粉末は、可能な限り少ない（結晶性粉末の）添加量
で、無機塩の水溶液から析出する現象が発現する性質を有する。
【００２９】
　本開示において、「溶解度」は、ある溶質が一定の量の溶媒に溶ける限界量をいい、一
定温度で、溶媒１００ｇに溶ける溶質の質量（ｇ）等で表す。例えば、溶媒を水として、
２５℃における水１００ｇに溶ける溶質の質量（ｇ）を表す。また、本開示において、「
飽和濃度」は、溶質が溶解度まで溶けている水溶液の濃度をいう。溶媒１００ｇに溶質が
溶ける限界量が２０ｇの場合、溶解度は２０ｇ、飽和濃度は１６．７ｗｔ％である。
【００３０】
　結晶性粉末を構成する低溶解性化合物としては、下記式（１）で表される尿素誘導体が
望ましい。
【化２】

（式中、Ｒ1およびＲ2は、同一または異なって炭素数２～２０の炭化水素基を表す。）
【００３１】
　尿素誘導体はアミド結合を持ち、その二重結合性ゆえに平面構造を取るため、結晶性が
高い。また、溶解性を顕著に下げる効果をもつ疎水性基Ｒ1、Ｒ2の作用により、冷却に伴
う結晶の生成確率が高く、析出速度が大きいため、無機塩水溶液の結晶化促進に適してい
る。従って、凝固点がより確実に上昇する。さらに、Ｒ1とＲ2は同一である場合、対称性
も加わり、結晶性がより良くなる点から、望ましい。
【００３２】
　式（１）のＲ1およびＲ2の炭素数２～２０の炭化水素基としては、炭素数２～２０の脂
肪族炭化水素基、炭素数６～２０の芳香族炭化水素基（アリール基）が挙げられ、炭素数
２～２０の脂肪族炭化水素基が望ましい。炭素数２～２０の脂肪族炭化水素基としては、
炭素数２～２０の飽和脂肪族炭化水素基が望ましく、炭素数２～２０のアルキル基または
炭素数３～２０のシクロアルキル基がより望ましく、炭素数２～１０のアルキル基または
炭素数３～１０のシクロアルキル基がさらに望ましく、炭素数２～６のアルキル基または
炭素数３～６のシクロアルキル基が特に望ましい。
【００３３】
　アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基
、ｎ－ブチル基、イソブチル基、sec－ブチル基、２－メチルプロピル基、tert－ブチル
基、ｎ－ペンチル基、イソペンチル基、ｎ－ヘキシル基、ｎ－ヘプチル基、ｎ－オクチル
基等が挙げられる。シクロアルキル基としては、例えば、シクロプロピル基、シクロブチ
ル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基が挙げられる。アリール基としては、例えば
、フェニル基、ナフチル基等が挙げられる。
【００３４】
　Ｒ1およびＲ2の炭化水素基は、置換基で置換されていてもよいが、無置換であることが
望ましい。置換基としては、特に限定されないが、炭素数１～６の直鎖状または分岐状の
アルキル基が挙げられる。前記アルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル
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基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基等が挙げられる。
【００３５】
　結晶性粉末は、１，３－ジエチル尿素、１，３－ジブチル尿素、および１，３－ジシク
ロヘキシル尿素からなる群から選ばれる１種以上の尿素誘導体から構成されることが望ま
しく、１，３－ジエチル尿素または１，３－ブチル尿素から構成されることがより望まし
い。１，３－ジエチル尿素は無機塩水溶液に対する溶解度が低く、少なくとも１種の無機
塩を含む水溶液の無機塩濃度が１０～３０ｗｔ％の場合、常温での無機塩水溶液に対する
溶解度は１０ｗｔ％以下である。溶解度が低いほど過冷却防止剤である結晶性粉末の添加
量が少なくて済み、材料コストを抑制することができる。
【００３６】
　結晶性粉末として１，３－ジエチル尿素が含まれる場合、その含有量（総量）は、潜熱
蓄冷材全体に対して、３ｗｔ％以上２０ｗｔ％以下が望ましく、３ｗｔ％以上１５ｗｔ％
以下がより望ましく、３ｗｔ％以上１０ｗｔ％以下がさらに望ましい。
【００３７】
　結晶性粉末の添加量は、使用温度範囲の上限温度付近で飽和濃度を僅かに超えて残存粉
末が残る添加量であり、これによって冷却に伴い、溶融していた結晶性成分が残存粉末を
核として速やかに析出する。析出した結晶を擬似核として無機塩水溶液の結晶化が促進さ
れる。
【００３８】
　本開示の結晶製粉末は、式（１）の尿素誘導体以外の化合物から構成される結晶性粉末
を含んでも構わない。
【００３９】
　本開示の潜熱蓄冷材において、無機塩の含有量（総量）は、潜熱蓄冷材に含まれる水の
総重量（１００ｗｔ％）に対して、１０ｗｔ％以上６７ｗｔ％以下であり、望ましくは１
５ｗｔ％以上６０ｗｔ％以下であり、より望ましくは２０ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下であ
る。無機塩の濃度が１０ｗｔ％以上６７ｗｔ％以下であると、潜熱量と融解温度の観点で
蓄冷材として望ましいものとなる。含有量が６７ｗｔ％を越えると、潜熱量が大きく低下
して２１０Ｊ／ｇ以上を確保できない。また、融解温度が－３０℃以下に低下し、冷凍用
途として不適切になる。無機塩の純度は特に限定されないが、通常９０％以上が用いられ
る。
【００４０】
　無機塩の含有量（総量）は、蓄冷材全体に対して、９ｗｔ％以上６５ｗｔ％以下が望ま
しく、１２ｗｔ％以上６０ｗｔ％以下がより望ましく、１５ｗｔ％以上５０ｗｔ％以下が
さらに望ましい。
【００４１】
　本開示の潜熱蓄冷材において、無機塩は、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、およ
びハロゲン化アンモニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種を含むことが望ましい
。アルカリ金属塩としては、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化リチウム等が挙げられ
る。アルカリ土類金属塩としては、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化バリウム等
が挙げられる。－１８℃以下で冷凍保存するためには塩化ナトリウム（主剤）と塩化アン
モニウム（副剤）の組み合わせがより望ましい。－２０℃以上－１０℃以下で冷凍保存す
るためには塩化カリウム（主剤）と塩化アンモニウム（副剤）の組み合わせがより望まし
い。本開示の実施形態にかかる潜熱蓄冷材において、副剤の含有量は、主剤の含有量より
少ない。
【００４２】
　本開示の潜熱蓄冷材には、尿素誘導体以外の過冷却防止剤を添加してもよい。使用され
る過冷却防止剤は、特に限定されないが、ゼオライト、シリカゲル等の多孔体等の、安価
で入手容易な工業製品が望ましい。これらは、単独で使用してもよく、２種類以上を組み
合わせて用いてもよい。
【００４３】
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　さらに、本開示の潜熱蓄冷材は、公知の各種添加剤を含んでいてもよい。添加剤として
は、例えば、粘度調整剤、整泡剤、酸化防止剤、脱泡剤、砥粒、充填剤、顔料、染料、着
色剤、増粘剤（ゲル化剤）、界面活性剤、難燃剤、可塑剤、滑剤、帯電防止剤、耐熱安定
剤、粘着付与剤、硬化触媒、安定剤、シランカップリング剤、ワックス等の公知のものが
使用できる。増粘剤としては、漏洩時の安全性向上の点から、ポリビニルアルコール系増
粘剤、セルロース系増粘剤、多糖類系増粘剤等が挙げられ、これらは単独で使用してもよ
く、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。これらの各種添加剤は、本開示の目的を阻
害しない限り、特にその種類および使用量を限定するものではない。
【００４４】
　本実施形態に係る潜熱蓄冷材における融解開始温度（以下、融解開始点ともいう）、吸
熱ピーク、凝固開始温度（以下、凝固開始点ともいう）は、ＪＩＳ　Ｋ　７１２１（２０
１２）に準じて示差走査熱量測定（ＤＳＣ）によって測定できる。示差走査熱量測定には
、公知の示差走査熱量計を使用できる。示差走査熱量計としては、例えば、Perkin Elmer
 Japan社の入力補償型ダブルファーネスＤＳＣ８５００を使用できる。測定条件は、後記
する実施例に記載のとおりである。測定結果から、図１に示されるように、凝固開始点１
０３、融解開始点１０４、吸熱ピーク１０５を特定することができる。吸熱ピークとは、
示差走査熱量測定（ＤＳＣ）の測定結果において、熱量変化によりベースラインから下に
凸の形状の下至点として現れるピークのことを意味し、ピークが複数ある場合はすべての
ピークの平均値を意味する。図１では、示差走査熱量測定の降温曲線１０１を破線で示し
、示差走査熱量測定の昇温曲線１０２を実線で示す。
【００４５】
　本実施形態に係る塩化ナトリウムを主剤とする潜熱蓄冷材における融解開始温度は、－
２７℃以上－２２℃以下の範囲にあることが望ましい。本実施形態に係る塩化ナトリウム
を主剤とする潜熱蓄冷材における融解時の吸熱ピークは、－２５℃以上－２０℃以下の範
囲にあることが望ましい。本実施形態に係る塩化ナトリウムを主剤とする潜熱蓄冷材にお
ける凝固開始温度は、－２９．５℃以上融解開始温度未満の範囲にあることが望ましい。
【００４６】
　本実施形態に係る塩化カリウムを主剤とする潜熱蓄冷材における融解開始温度は、－２
１℃以上－１６℃以下の範囲にあることが望ましい。本実施形態に係る塩化カリウムを主
剤とする潜熱蓄冷材における融解時の吸熱ピークは、－１９℃以上－１４℃以下の範囲に
あることが望ましい。本実施形態に係る塩化カリウムを主剤とする潜熱蓄冷材における凝
固開始温度は、－２５℃以上融解開始温度未満の範囲にあることが望ましい。
【００４７】
　本実施形態に係る塩化ナトリウムを主剤とする潜熱蓄冷材において、融解開始温度と凝
固開始温度の差は、７℃以内であることが望ましく、６℃以内であることがより望ましく
、５℃以内であることがさらに望ましい。
【００４８】
　本実施形態に係る塩化カリウムを主剤とする潜熱蓄冷材において、融解開始温度と凝固
開始温度の差は、７℃以内であることが望ましい。
【００４９】
　本実施形態に係る塩化ナトリウムを主剤とする潜熱蓄冷材としては、冷却（蓄冷）時に
は－２９．５℃以上で結晶（固相）化し、放熱（放冷）時には－２７℃以上－２２℃以下
に融解開始温度を持つものが特に望ましい。
【００５０】
　本実施形態に係る塩化カリウムを主剤とする潜熱蓄冷材としては、冷却（蓄冷）時には
－２５℃以上で結晶（固相）化し、放熱（放冷）時には－２１℃以上－１６℃以下に融解
開始温度を持つものが特に望ましい。
【００５１】
　本実施形態に係る塩化ナトリウムを主剤とする潜熱蓄冷材および塩化カリウムを主剤と
する潜熱蓄冷材において、潜熱量は、２１０Ｊ／ｇ以上が望ましく、２２０Ｊ／ｇ以上が
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より望ましく、２３０Ｊ／ｇ以上がさらに望ましい。上限は、特に限定されないが、３３
０Ｊ／ｇ以下であってもよい。潜熱量は、ＪＩＳ　Ｋ　７１２２（２０１２）に準じて示
差走査熱量測定（ＤＳＣ）により測定できる。示差走査熱量測定には、公知の示差走査熱
量計を使用できる。示差走査熱量計としては、例えば、Perkin Elmer Japan社の入力補償
型ダブルファーネスＤＳＣ８５００を用いて測定できる。測定条件は、後記する実施例に
記載のとおりである。
【００５２】
　潜熱蓄冷材の製造方法は特に限定されないが、例えば、容器に入れた純水またはイオン
交換水に、無機塩を徐々に攪拌しながら所定量まで投入し、十分混合した後、本実施形態
に係る結晶性粉末を徐々に攪拌しながら所定量まで投入し、他の添加剤もこれと同時また
はこの前後で添加し、混合および／または攪拌する方法；予め無機塩と添加剤を混合して
おき、純水またはイオン交換水に注入し、最後に増粘剤と結晶性粉末を添加する方法等が
ある。なお、無機塩、結晶性粉末、および他の添加剤の投入順序は任意であり、かつ、溶
解を促進するために一定温度まで加熱することも可能である。加熱する際には溶質が分解
する等の不具合が生じないように注意する必要がある。例えば、結晶性粉末に尿素誘導体
を使う場合には、６０～８０℃以上の温度において長時間加熱すると、尿素が分解してア
ンモニアが発生する可能性があるため、加熱温度は６０℃未満が望ましい。
【００５３】
　蓄冷材の形態は特に限定されないが、通常は、上述で作製した蓄冷材を耐食性に優れた
金属または樹脂材料に封入する形態となる。また形状としては、塊状、板状、シート状等
がある。内容積に対して表面積の割合を増やした方が、蓄冷、放冷の応答性は向上する。
冷凍庫で蓄冷した後に蓄冷材が配置される場所としては、輸送・保管用のボックスあるい
はコンテナ等の容器内等が考えられる。
【００５４】
　使用環境としては、常温以下を保つことが望ましい。冷凍用であるため、一般的には冷
凍庫と常温の間を周期的に繰り返すことになり、４０℃以上の高温環境下に長時間曝され
ることはまずないが、結晶性粉末に尿素誘導体を用いた場合、仮に６０℃以上に長時間放
置されると、尿素の一部が分解されてアンモニアが発生する可能性がある。
【実施例】
【００５５】
　以下に、実施例により本開示の蓄冷材をより詳細に説明する。ただし、本開示は、以下
の実施例に限定されない。
【００５６】
　本開示の塩化ナトリウムを主剤とする潜熱蓄冷材の評価基準を以下に示す。潜熱蓄冷材
について、－１８℃以下の温度範囲の冷凍保存用途として、吸熱ピークは－２５℃以上－
２０℃以下であることが求められる。また、吸熱ピークとの関係から、融解開始温度は－
２７℃以上－２２℃以下であることが望ましい。さらに、蓄冷のために必要な電気エネル
ギー、引いては冷却コストを抑制するため、凝固開始温度は－４０℃よりもできるだけ高
いことが求められ、－２９．５℃以上が望ましい。さらにまた、潜熱量は、実用性の観点
から、２１０Ｊ／ｇ以上が求められる。融解開始温度、吸熱ピーク、凝固開始温度、およ
び潜熱量の測定にはPerkin Elmer Japan社の入力補償型ダブルファーネスＤＳＣ８５００
を用いた。
　＜凝固開始温度の評価基準＞
　　○：－２９．５℃以上
　　×：－２９．５℃未満
　＜吸熱ピークの評価基準＞
　　○：－２５．０℃以上－２０．０℃以下
　　×：－２５．０℃未満または－２０．０℃より高い
　＜融解開始温度の評価基準＞
　　○：－２７．０℃以上－２２．０℃以下
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　　×：－２７．０℃未満または－２２．０℃より高い
　＜潜熱量の評価基準＞
　　○：２１０Ｊ／ｇ以上
　　×：２１０Ｊ／ｇ未満
　以上の評価結果を総合的に評価し、凝固開始温度と融解開始温度と差が７℃以内であり
、冷凍用蓄冷材として適合するものについては総合評価として「○」とし、適合しないも
のについては「×」とした。
【００５７】
［実施例１および比較例１～６］
　塩化ナトリウム１５ｗｔ％、塩化アンモニウム１０ｗｔ％の水溶液に対して、結晶性粉
末として１，３－ジエチル尿素を下記表１に示す量で添加し、攪拌均一混合し、潜熱蓄冷
材を得た。塩化ナトリウム１５ｗｔ％および塩化アンモニウム１０ｗｔ％のみを含む水溶
液に対する、２５℃における１，３－ジエチル尿素の飽和濃度は、３．０ｗｔ％である。
　得られた潜熱蓄冷材Ａ－１およびＣ－１～Ｃ－６について、融解開始温度、吸熱ピーク
、凝固開始温度、および潜熱量を、示差走査熱量計（入力補償型ダブルファーネスＤＳＣ
８５００、Perkin Elmer Japan社）を用いて以下の条件で測定した。Ａ－１およびＣ－１
～Ｃ－６の結果を表１に示す。また、蓄冷材Ａ－１のＤＳＣ結果を図１に、蓄冷材Ｃ－１
のＤＳＣ結果を図２に示す。
　ＤＳＣのプログラム：降温速度１℃／分→－５０℃で１０分保持→昇温速度１℃／分→
１０℃
【００５８】
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【表１】

【００５９】
　潜熱蓄冷材Ａ－１（実施例１）は、結晶性粉末である１，３－ジエチル尿素を０．３３
ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２７．０℃以上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピ
ークが－２５．０℃以上－２０．０℃以下の範囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以
上、また、潜熱量が２３０Ｊ／ｇ以上であることから、全ての評価基準に適合しており、
－１８℃以下の温度範囲の冷凍保存向けの用途に望ましい。蓄冷材Ａ－１の示差走査熱量
測定の結果を図１に示す。
【００６０】
　潜熱蓄冷材Ｃ－１は、従来の蓄冷材組成（国際公開２０１４／０９１９３８号の図５の
Ｇ２）である塩化ナトリウム１５ｗｔ％および塩化アンモニウム１０ｗｔ％を含む水溶液
であり、結晶性粉末を含んでおらず、融解開始温度が－２４．０℃、吸熱ピークが－２１
．５℃であり、潜熱量も２５４Ｊ／ｇと高いが、凝固開始点が－４０．０℃と低く、凝固
開始温度と融解開始温度の差が大きかった。蓄冷材Ｃ－１の示差走査熱量測定の結果を図
２に示す。
【００６１】
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　潜熱蓄冷材Ｃ－２は、１，３－ジエチル尿素を０．０１ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が
－２５．０℃、吸熱ピークが－２０．７℃、潜熱量が２３７Ｊ／ｇであるが、凝固開始点
が－４３．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００６２】
　潜熱蓄冷材Ｃ－３は、１，３－ジエチル尿素を０．０６ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が
－２４．０℃、吸熱ピークが－２０．９℃、潜熱量が２４１Ｊ／ｇであるが、凝固開始点
が－４２．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００６３】
　潜熱蓄冷材Ｃ－４は、１，３－ジエチル尿素を０．１７ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が
－２４．０℃、吸熱ピークが－２１．０℃、潜熱量が２４９Ｊ／ｇであるが、凝固開始点
が－４３．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００６４】
　潜熱蓄冷材Ｃ－５は、１，３－ジエチル尿素を０．２２ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が
－２４．０℃、吸熱ピークが－２１．０℃、潜熱量が２３０Ｊ／ｇであるが、凝固開始点
が－４２．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００６５】
　潜熱蓄冷材Ｃ－６は、塩化アンモニウムおよび結晶性粉末を含んでおらず、塩化ナトリ
ウム２３ｗｔ％水溶液からなるが、融解開始温度が－２１．０℃、吸熱ピークが－１８．
２℃と評価基準に適合せず、凝固開始温度も－３７．０℃と低く、凝固開始温度と融解開
始温度の差が大きかった。
　以上の評価から、蓄冷材組成としてはＡ－１が望ましい結果を示した。
【００６６】
［実施例２～７］
　塩化アンモニウムと１，３－ジエチル尿素の配合量を表２に記載される量に変更する以
外は、実施例１と同様にして、潜熱蓄冷材Ａ－２～Ａ－７を作製した。潜熱蓄冷材Ａ－２
～Ａ－７は、Ａ－１と同様に、望ましい結果を示した。結果を表２に示す。
【００６７】
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【表２】

【００６８】
　潜熱蓄冷材Ａ－２は、１，３－ジエチル尿素を０．４４ｍｍｏｌ含み、潜熱蓄冷材Ａ－
３は、１，３－ジエチル尿素を０．５５ｍｍｏｌ含む。潜熱蓄冷材Ａ－２～Ａ－３は、融
解開始温度が－２７．０℃以上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－２５．０
℃以上－２０．０℃以下の範囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以上、また、潜熱量
が２３０Ｊ／ｇ以上であることから、全ての評価基準に適合しており、－１８℃以下の温
度範囲の冷凍保存向けの用途に望ましい。
【００６９】
　潜熱蓄冷材Ａ－４は、塩化ナトリウム１５ｗｔ％、塩化アンモニウム６ｗｔ％の水溶液
に対して、１，３－ジエチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２７．０℃
以上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－２５．０℃以上－２０．０℃以下の
範囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以上、また、潜熱量が２３０Ｊ／ｇ以上である
ことから、全ての評価基準に適合しており、－１８℃以下の温度範囲の冷凍保存向けの用
途に望ましい。
【００７０】
　潜熱蓄冷材Ａ－５は、塩化ナトリウム１５ｗｔ％、塩化アンモニウム８ｗｔ％の水溶液
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に対して、１，３－ジエチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２７．０℃
以上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－２５．０℃以上－２０．０℃以下の
範囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以上、また、潜熱量が２３０Ｊ／ｇ以上である
ことから、全ての評価基準に適合しており、－１８℃以下の温度範囲の冷凍保存向けの用
途に望ましい。
【００７１】
　潜熱蓄冷材Ａ－６は、塩化ナトリウム１５ｗｔ％、塩化アンモニウム１２ｗｔ％の水溶
液に対して、１，３－ジエチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２７．０
℃以上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－２５．０℃以上－２０．０℃以下
の範囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以上、また、潜熱量が２３０Ｊ／ｇ以上であ
ることから、全ての評価基準に適合しており、－１８℃以下の温度範囲の冷凍保存向けの
用途に望ましい。
【００７２】
　潜熱蓄冷材Ａ－７は、塩化ナトリウム１５ｗｔ％、塩化アンモニウム１４ｗｔ％の水溶
液に対して、１，３－ジエチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２７．０
℃以上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－２５．０℃以上－２０．０℃以下
の範囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以上、また、潜熱量が２３０Ｊ／ｇ以上であ
ることから、全ての評価基準に適合しており、－１８℃以下の温度範囲の冷凍保存向けの
用途に望ましい。
【００７３】
［実施例８～１２および比較例７～１４］
　結晶性粉末の種類および配合量を表３に記載される量に変更する以外は、実施例１と同
様にして、潜熱蓄冷材Ａ－８～Ａ－１２およびＣ－７～Ｃ－１４を作製した。得られた潜
熱蓄冷材について、実施例１と同様の方法で特性を評価した。結果を表３に示す。塩化ナ
トリウム１５ｗｔ％および塩化アンモニウム１０ｗｔ％のみを含む水溶液に対する、２５
℃における１，３－ジブチル尿素の飽和濃度は、０．０８ｗｔ％未満であり、１，３－ジ
シクロへキシル尿素の飽和濃度は、７．０ｗｔ％未満である。潜熱蓄冷材Ｃ－７～Ｃ－１
４に用いた添加剤の化合物は、塩化ナトリウムおよび塩化アンモニウムのみを含む水溶液
に対する溶解性が高く、表３に記載された潜熱蓄冷材Ｃ－７～Ｃ－１４における該化合物
の添加量は、２５℃において、塩化ナトリウムおよび塩化アンモニウムのみを含む水溶液
に対する飽和濃度未満であった。
【００７４】
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【表３】

【００７５】
　潜熱蓄冷材Ｃ－７は、Ｎ－メチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２４
．７℃、吸熱ピークが－２２．２℃、潜熱量が２２６．１Ｊ／ｇであるが、凝固開始温度
が－４２．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００７６】
　潜熱蓄冷材Ｃ－８は、１，１－ジメチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が
－２３．７℃、吸熱ピークが－２１．６℃、潜熱量が２４９．２Ｊ／ｇであるが、凝固開
始温度が－４３．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００７７】
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　潜熱蓄冷材Ｃ－９は、１，３－ジメチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が
－２４．６℃、吸熱ピークが－２２．４℃、潜熱量が２１７．７Ｊ／ｇであるが、凝固開
始温度が－４１．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００７８】
　潜熱蓄冷材Ｃ－１０は、Ｎ－エチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２
９．０℃と評価基準に適合せず、吸熱ピークが－２２．５℃、潜熱量が２４８．５Ｊ／ｇ
であるが、凝固開始温度が－４２．５℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大き
かった。
【００７９】
　潜熱蓄冷材Ｃ－１１は、ヒドロキシ尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２
４．５℃、吸熱ピークが－２２．８℃、潜熱量が２４９．４Ｊ／ｇであるが、凝固開始温
度が－４１．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００８０】
　潜熱蓄冷材Ｃ－１２は、カルバミン酸エチルを０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が
－２３．６℃、吸熱ピークが－２１．９℃、潜熱量が２５４．５Ｊ／ｇであるが、凝固開
始温度が－４２．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００８１】
　潜熱蓄冷材Ｃ－１３は、アセトアミドを０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２８
．０℃と評価基準に適合せず、吸熱ピークが－２２．９℃、潜熱量が２２８．６Ｊ／ｇで
あるが、凝固開始温度が－４３．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きか
った。
【００８２】
　潜熱蓄冷材Ｃ－１４は、尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－２６．５℃、
吸熱ピークが－２３．１℃、潜熱量が２６０．３Ｊ／ｇであるが、凝固開始温度が－４１
．０℃と低く、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００８３】
　潜熱蓄冷材Ａ－８は、１，３－ジブチル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、潜熱蓄冷材Ａ－
９は、１，３－ジブチル尿素を０．１ｍｍｏｌ含み、潜熱蓄冷材Ａ－１０は、１，３－ジ
ブチル尿素を０．０１ｍｍｏｌ含み、潜熱蓄冷材Ａ－１１は、１，３－ジブチル尿素を０
．００５ｍｍｏｌ含む。潜熱蓄冷材Ａ－８～Ａ－１１は、融解開始温度が－２７．０℃以
上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－２５．０℃以上－２０．０℃以下の範
囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以上、また、潜熱量が２３０Ｊ／ｇ以上であるこ
とから、全ての評価基準に適合しており、－１８℃以下の温度範囲の冷凍保存向けの用途
に望ましい。
【００８４】
　潜熱蓄冷材Ａ－１２は、１，３－ジシクロヘキシル尿素を０．３３ｍｍｏｌ含み、融解
開始温度が－２７．０℃以上－２２．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－２５．０℃
以上－２０．０℃以下の範囲にあり、凝固開始温度が－２９．５℃以上、また、潜熱量が
２２０Ｊ／ｇ以上であることから、全ての評価基準に適合しており、－１８℃以下の温度
範囲の冷凍保存向けの用途に望ましい。
【００８５】
　次に、本開示の塩化カリウムを主剤とする潜熱蓄冷材の評価基準を以下に示す。潜熱蓄
冷材について、－２０℃以上－１０℃以下の温度範囲の冷凍保存用途として、吸熱ピーク
は－１９℃以上－１４℃以下であることが求められる。また、吸熱ピークとの関係から、
融解開始温度は－２１℃以上－１６℃以下であることが望ましい。さらに、蓄冷のために
必要な電気エネルギー、引いては冷却コストを抑制するため、凝固開始温度は－４０℃よ
りもできるだけ高いことが求められ、－２５℃以上が望ましい。さらにまた、潜熱量は、
実用性の観点から、２１０Ｊ／ｇ以上が求められる。融解開始温度、吸熱ピーク、凝固開
始温度、および潜熱量の測定にはPerkin Elmer Japan社の入力補償型ダブルファーネスＤ
ＳＣ８５００を用いた。
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　＜凝固開始温度の評価基準＞
　　○：－２５．０℃以上
　　×：－２５．０℃未満
　＜吸熱ピークの評価基準＞
　　○：－１９．０℃以上－１４．０℃以下
　　×：－１９．０℃未満または－１４．０℃より高い
　＜融解開始温度の評価基準＞
　　○：－２１．０℃以上－１６．０℃以下
　　×：－２１．０℃未満または－１６．０℃より高い
　＜潜熱量の評価基準＞
　　○：２１０Ｊ／ｇ以上
　　×：２１０Ｊ／ｇ未満
　以上の評価結果を総合的に評価し、凝固開始温度と融解開始温度と差が７℃以内であり
、冷凍用蓄冷材として適合するものについては総合評価として「○」とし、適合しないも
のについては「×」とした。
【００８６】
［実施例１３～１４および比較例１５～１６］
　塩化カリウム１０ｗｔ％、塩化アンモニウム１０ｗｔ％の水溶液に対して、結晶性粉末
として１，３－ジエチル尿素を下記表４に示す量で添加し、攪拌均一混合し、潜熱蓄冷材
を得た。得られた潜熱蓄冷材Ｂ－１～Ｂ－２およびＣ－１５～Ｃ－１６について、実施例
１と同様の方法で特性を評価した。結果を表４に示す。塩化カリウム１０ｗｔ％及び塩化
アンモニウム１０ｗｔ％のみを含む水溶液に対する、２５℃における１，３－ジエチル尿
素の飽和濃度は、７．０ｗｔ％である。因みに、塩化カリウム１２．５ｗｔ％及び塩化ア
ンモニウム１２．５ｗｔ％のみを含む水溶液、即ち、無機塩の濃度２５ｗｔ％の水溶液、
に対する、２５℃における１，３－ジエチル尿素の飽和濃度は、７．０ｗｔ％未満である
。
【００８７】
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【表４】

【００８８】
　潜熱蓄冷材Ｃ－１５は、従来の蓄冷材組成（国際公開２０１４／０９１９３８号の図４
のＤ１）である塩化カリウム１０ｗｔ％および塩化アンモニウム１０ｗｔ％を含む水溶液
であり、結晶性粉末を含んでおらず、融解開始温度が－１６．２℃、吸熱ピークが－１４
．４℃であり、潜熱量も３０７．８Ｊ／ｇと高いが、凝固開始温度が－３０．０℃と低く
、凝固開始温度と融解開始温度の差が大きかった。潜熱蓄冷材Ｃ－１６は、１，３－ジエ
チル尿素を０．５６ｍｍｏｌ含み、融解開始温度が－１７．３℃、吸熱ピークが－１５．
６℃、潜熱量が２８１．５Ｊ／ｇであるが、凝固開始温度が－２８．０℃と低く、凝固開
始温度と融解開始温度の差が大きかった。
【００８９】
　潜熱蓄冷材Ｂ－１は、１，３－ジエチル尿素を０．７８ｍｍｏｌ含み、潜熱蓄冷材Ｂ－
２は、１，３－ジエチル尿素を０．８９ｍｍｏｌ含む。潜熱蓄冷材Ｂ－１～Ｂ－２は、融
解開始温度が－２１．０℃以上－１６．０℃以下の範囲にあり、吸熱ピークが－１９．０
℃以上－１４．０℃以下の範囲にあり、凝固開始温度が－２５．０℃以上、また、潜熱量
が２３０Ｊ／ｇ以上であることから、全ての評価基準に適合しており、－２０℃以上－１
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０℃以下の温度範囲の冷凍保存向けの用途に望ましい。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本開示に係る潜熱蓄冷材は、生鮮品の輸送・保管の際の冷凍に必要な冷熱を、潜熱とし
て蓄冷し、かつ－１０℃以下の一定温度で取り出せる潜熱蓄冷材として広く利用可能であ
る。この蓄冷材は、蓄冷容器に充填され、予め冷凍機で冷凍して使用されるものである。
【符号の説明】
【００９１】
　１０１　示差走査熱量測定の降温曲線
　１０２　示差走査熱量測定の昇温曲線
　１０３　凝固開始点
　１０４　融解開始点
　１０５　吸熱ピーク
　２０１　示差走査熱量測定の降温曲線
　２０２　示差走査熱量測定の昇温曲線
　２０３　凝固開始点
　２０４　融解開始点
　２０５　吸熱ピーク

【図１】 【図２】



(20) JP 6598076 B2 2019.10.30

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  竹口　伸介
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  椎　健太郎
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  水藤　雄章
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内

    審査官  井上　恵理

(56)参考文献  特開２０００－２５６６５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１０７０３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－０３６４８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０３５９３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００４／０７４３９０（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１４／０９１９３８（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０９Ｋ　５／００－５／２０
              Ｆ２５Ｄ　３／００
              Ｆ２８Ｄ２０／０２
              Ｃ０９Ｋ　３／００
              Ａ６１Ｆ　７／１０
              Ａ２３Ｌ　３／３６
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

